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精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 
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裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
号 

 
 

 

精
神
保
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及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第

六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
又
は
」
を
「
、
第
四
十
条
の
五
第
一
項
又
は
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
中
「
又
は
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
」
を
「
、
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
又
は
第
四
十

条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
医
療
保
護
入
院
者
の
入
院
届
等
） 

第
十
三
条 

法
第
三
十
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
の
区
分 

 

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置
に
係
る
届
出 
様
式
第
十
五
号
の
入
院 

 
 

届
及
び
様
式
第
十
七
号
の
同
意
書 

 

二 

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置
に
係
る
届
出 

様
式
第
十
五
号
の
入
院 

 
 

届
及
び
市
町
村
長
か
ら
の
同
意
書 

 

三 

法
第
三
十
三
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置
に
係
る
届
出 

様
式
第
十
六
号
の 

 
 

入
院
届
及
び
様
式
第
十
七
号
の
同
意
書
又
は
市
町
村
長
か
ら
の
同
意
書 

 

四 

法
第
三
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
の
期
間
の
更
新
に
係
る
届
出 

様
式
第
十
七 

 
 

号
の
二
の
更
新
届
及
び
様
式
第
十
七
号
の
三
の
同
意
書
又
は
市
町
村
長
か
ら
の
同
意
書 

第
十
五
条
中
「
第
三
十
三
条
の
七
第
五
項
」
を
「
第
三
十
三
条
の
六
第
五
項
」
に
、
「
措
置
」

を
「
入
院
措
置
」
に
改
め
る
。 

第
十
六
条
中
「
し
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
様

式
第
二
十
二
号
の
医
療
保
護
入
院
者
の
定
期
病
状
報
告
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
」
を
削
り
、
同
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
措
置
入
院
決
定
報
告
書
） 

第
十
六
条
の
二 

法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の 

 

規
定
に
よ
る
入
院
措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
様
式
第
二
十
二
号
の
措
置
入
院
決
定
報 

 

告
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 
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様式第１７号の２（第１３条関係） 

 

 

 

  

（表） 

医療保護入院者の入院期間更新届 
 

    年   月   日 
 （宛先） 
      埼玉県知事 

病 院 名 
所 在 地 
管理者名            

 

医 療 保 護 入 院 者 

フリガナ  

生年月日 
年  月  日生 

(満  歳) 氏 名 (男･女) 

住 所  

医療保護入院年月日 

( 第３３条第１項又は 

第 ２ 項 に よ る 入 院 ) 

 

   年  月  日 

 

今 回 の 

入院年月日 
年  月  日 

入 院 形 態  

入 院 届 又 は 

前回の入院期間更新届

で の 入 院 期 間 

   年  月  日 

～  年  月  日 

本更新後の 

入 院 満 了 

年 月 日 

  年  月  日 

病 名 

１ 主たる精神障害 

 

ＩＣＤカテゴリー(  ) 

２ 従たる精神障害 

 

ＩＣＤカテゴリー (  ) 

３ 身体合併症 

入院又は前回更新日からの 

治療の内容と、その結果 

（更新前の入院期間に係る 

病 状 又 は 状 態 像 の 

経 過 の 概 要 ） 

 

症 状 の 経 過 １ 悪化傾向  ２ 動揺傾向  ３ 不変  ４ 改善傾向 

＜現在の精神症状＞ Ⅰ 意識 

  １ 意識混濁 ２ せん妄 ３ もうろう ４ その他 (    ) 

Ⅱ 知能（軽度障害、中等度障害、重度障害） 

Ⅲ 記憶 

  １ 記銘障害 ２ 見当識障害 ３ 健忘 ４ その他 (    ) 

Ⅳ 知覚 

  １ 幻聴 ２ 幻視 ３ その他 (       ) 

Ⅴ 思考 

  １ 妄想 ２ 思考途絶 ３ 連合弛緩 ４ 滅裂思考 ５ 思考奔逸    

  ６ 思考制止 ７ 強迫観念 ８ その他 (       ) 

Ⅵ 感情・情動 

  １ 感情平板化 ２ 抑うつ気分 ３ 高揚気分 ４ 感情失禁   

  ５ 焦燥・激越 ６ 易怒性・被刺激性亢進 ７ その他 (   ) 

Ⅶ 意欲 

  １ 衝動行為 ２ 行為心迫 ３ 興奮 ４ 昏迷 ５ 精神運動制止 

  ６ 無為・無関心 ７ その他 (       ) 

Ⅷ 自我意識 

  １ 離人感 ２ させられ体験 ３ 解離 ４ その他 (     ) 

Ⅸ 食行動 

  １ 拒食 ２ 過食 ３ 異食 ４ その他 (       ) 

 

＜その他の重要な症状＞ 

   

  １ てんかん発作 ２ 自殺念慮 ３ 物質依存 (     ) 

  ４ その他 (       ) 

 

＜ 問 題 行 動 等 ＞ 

 

  １ 暴言 ２ 徘徊 ３ 不潔行為 ４ その他 (      ) 

 

 



 

＜ 現 在 の 状 態 像 ＞   １ 幻覚妄想状態 ２ 精神運動興奮状態 ３ 昏迷状態 

  ４ 統合失調症等残遺状態 ５ 抑うつ状態 ６ 躁状態 

  ７ せん妄状態 ８ もうろう状態 ９ 認知症状態 

  10 その他 (       ) 

医療保護入院の必要性 
患者自身の病気に対す
る理解の程度を含め、任

意入院が行われる状態
にないと判断した理由
について記載すること。 

 

今後の治療方針（患者本人

の病識や治療への意欲を得
るための取組等を含む。） 

 

本更新に係る診察の年月日     年    月    日 

更新が必要と診断した 

精神保健指定医氏名 
署名 

退院に向けた取組の状況 

（選任された退院後生活環

境相談員との相談状況、地域
援助事業者の紹介状況、医療

保護入院者退院支援委員会
での審議内容等について） 

医療保護入院者退院支援委員会での審議が行われた年月日 

（    年  月  日） 

今回の更新の直前の入院 

又は更新に同意をした 

家 族 等 

氏

名 

(男･女) 
続柄 

生年 

月日 

 年  月  日生 

(男･女) 

続柄 
 年  月  日生 

住

所 

 

 

１ 配偶者 ２ 父母（親権者で ある・ない） ３ 祖父母等 
４ 子・孫等 ５ 兄弟姉妹 ６ 後見人又は保佐人 
７ 家庭裁判所が選任した扶養義務者（選任年月日  年  月  日） 
８ 市町村長 

今回の更新に同意をした 

家 族 等 

（上記の家族等と同じ 

場 合 は 記 載 不 要 ） 

氏

名 

(男･女) 

続柄 

生年 

月日 

 年  月  日生 

(男･女) 

続柄 
 年  月  日生 

住

所 

 

 

１ 配偶者 ２ 父母（親権者で ある・ない） ３ 祖父母等 
４ 子・孫等 ５ 兄弟姉妹 ６ 後見人又は保佐人 
７ 家庭裁判所が選任した扶養義務者（選任年月日  年  月  日） 
８ 市町村長 

法第３３条第８項の規

定に基づき家族等の同

意を得たものとみなし

た場合は、その旨等 

□ 法第３３条第８項の規定に基づき、家族等の同意を得たものとみなした 

家族等へ通知を発した日        年   月   日 
家族等に示した回答期限        年   月   日 
（回答期限は、通知を発した日から２週間を経過した日であることに留意） 

通知をした家族等との連絡等の記録（直近２件） 

  年  月  日（□面会 □電話 □その他（      ）） 

  年  月  日（□面会 □電話 □その他（      ）） 
 

審 査 会 意 見  

都道府県の措置  

 



 （裏） 

記 載 上 の 留 意 事 項 
 
 １     内は、今回の更新にあたつて行われた精神保健指定医の診察に基づ 
  いて記載すること。 
 ２ 今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態 
  の欄にそのときの入院形態を記載すること（特定医師による入院を含む。その 
  場合は「第３３条第１項・第３項入院」、「第３３条第２項・第３項入院」又は「第 
  ３３条の６第２項入院」と記載すること。）。なお、複数の入院形態を経ている 
  場合には、順に記載すること。 
 ３ 本更新後の入院満了年月日の欄は、医療保護入院者退院支援委員会で審議さ 
  れた入院期間に留意した上で、当該医療保護入院から６月を経過するまでの間 
  は３月、入院から６月を経過した後は６月を上限とした期限を定めて記載する 
  こと。 
 ４ 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、 
  一般にこの書類作成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近 
  のそれに重点を置くこと。 
 ５ 更新が必要と診断した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署 
  名すること。  
 ６  退院に向けた取組の状況の欄については、今回の更新にあたつて医療保護入 
  院者退院支援委員会の審議が行われた年月日を記載すること。また、令和５年 
  １１月２７日付障発１１２７第７号「措置入院者及び医療保護入院者の退院促 
  進に関する措置について」（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）の 
  別添様式２「医療保護入院者退院支援委員会審議記録」の写しを添付すること。  
  その上で、 
  （１）退院後生活環境相談員との最初の相談を行つた時期やその後の相談の頻 
     度等 
  （２）地域援助事業者の紹介の有無や紹介した地域援助事業者との相談の状況 
     等 
  （３）医療保護入院者退院支援委員会での審議内容等 
  について記載すること。 
 ７ 同意をした家族等の氏名の欄は、親権者が両親の場合はいずれも記載するこ 
  と。 
 ８ 同意をした家族等の住所の欄は、親権者が両親で住所が異なる場合はそれぞ 
  れ記載すること。 
 ９ 法第３３条第８項の規定に基づき、家族等の同意を得たものとみなす場合は、 
  「法第３３条第８項の規定に基づき、家族等の同意を得たものとみなした」に 
  レ点を入れることとし、同意書の添付は不要であること。ただし、法第３３条 
  第６項による入院の更新に関する同意の通知をした時から更新するまでの間に、 
  当該通知に係る家族等が、 
  （１）法第５条第２項に規定する家族等に該当しなくなつたとき 
  （２）死亡したとき 
  （３）意思を表示できないとき 
  のいずれかの事由に該当すると把握した場合には、同意を得たものとみなすこ 
  とができないことに留意すること。また、同意を得たものとみなす場合は、通 
  知をした家族等との連絡等の記録（直近２件）の欄に、直前の入院期間中、通 
  知をした家族等と直近２回の連絡を取つた際の年月日及び手段について記載す 
  ること（通知をした家族等が親権者の両親である場合は、父又は母のいずれか 
  と直近２回の連絡を取つた際の年月日及び手段について記載すること。）。 
 10 今回の更新に同意をした家族等の欄に記載がある場合は、法第３３条第８項 
  による同意を得たものとみなさないことに留意すること。 
 11 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。 

 



様式第１７号の３（第１３条関係） 

  

医療保護入院期間の更新に関する家族等同意書 

 

 １ 医療保護入院期間の更新に関する同意の対象となる精神障害者本人 

住 所 
〒 

フ リ ガ ナ  
氏 名  

生 年 月 日       年  月  日 

 
 

 ２ 医療保護入院期間の更新に関する同意者の申告事項 

住 所 
〒 〒 

フ リ ガ ナ   
氏 名   

生 年 月 日 年   月   日  年   月   日  

本人との関係 

 １ 配偶者  ２ 父母（親権者で ある・ない）  ３ 祖父母等   ４ 子・孫等 

 ５ 兄弟姉妹  ６ 後見人又は保佐人 

 ７ 家庭裁判所が選任した扶養義務者（       ） 

（選任年月日   年  月  日）  

 なお、以下のいずれにも該当しないことを申し添えます。 

①本人と訴訟をした者又は本人と訴訟をした者の配偶者若しくは直系血族 ②家庭

裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 ③本人に対する虐待等（配偶

者暴力、児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待）を行つている者 ④精神の機能の障

害により精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３３条第１項の規定による同

意又は不同意の意思表示を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を

適切に行うことができない者 ⑤未成年者 

 ※親権者が両親の場合は、両親とも同意の上記載してください。 

 

  以上について、事実と相違ないことを確認した上で、同意の対象となる精神障害者本

人について貴病院における入院の期間を更新させることに同意します。 

 

            病院管理者 様 

年  月  日   

氏名 

氏名 
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」
 

」
 

」
 

「
 

「
 

」
 

 
３

 
退

院
に

向
け

た
取

組
の

状
況

の
欄

に
つ

い
て

は
、

退
院

後
生

活
環

境
相

談
員

と
の

最
初

の
 

 
 

相
談

を
行

つ
た

時
期

や
そ

の
後

の
相

談
の

頻
度

等
や

、
地

域
援

助
事

業
者

の
紹

介
の

有
無

や
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

様
式
第
二
十
一
号
（
裏
）
記
載
上
の
留
意
事
項
中
４
か
ら
６
ま
で
を
削
り
、
同
様
式
（
裏
）
記

載
上
の
留
意
事
項
７
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
）

記
載
上
の
留
意
事
項
７
を
同
様
式
（
裏
）
記
載
上
の
留
意
事
項
４
と
し
、
同
様
式
（
裏
）
記
載
上

の
留
意
事
項
中
８
を
５
と
し
、
９
を
６
と
し
、
同
様
式
（
裏
）
記
載
上
の
留
意
事
項 

中
「 

 

」

を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
）
記
載
上
の
留
意
事
項 

を
同
様
式
（
裏
）
記
載
上
の
留
意

事
項
７
と
し
、
同
様
式
（
裏
）
記
載
上
の
留
意
事
項
中 

を
８
と
す
る
。 

様
式
第
二
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  
 

問
題

行
動

の
欄

 
重

大
な

問
題

行
動

の
欄

 

 
 

紹
介

し
た

地
域

援
助

事
業

者
と

の
相

談
の

状
況

等
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

 10 

11 

10 

診
断

 

診
察

 

 



様式第２２号（第１６条の２関係）

 

  

措置入院決定報告書  

 

   年   月   日 

 埼玉県精神医療審査会 様 

埼玉県知事  

 

  下記の措置入院者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３８ 

 条の３第１項の規定により通知します。 

申 請 等 の 形 式 

 

ⅰ 親族又は一般人申請（第２２条）  ⅱ 警察官通報（第２３条） 

ⅲ 検察官通報（第２４条）      ⅳ 保護観察所長通報（第２５条） 

ⅴ 矯正施設長通報（第２６条）    ⅵ 精神科病院管理者届出（第２６条の２） 

ⅶ 医療観察法対象者 [指定通院医療機関管理者通報、保護観察所長通報]（第２６条の３） 

ⅷ 都道府県知事・指定都市市長職務診察（第２７条第２項） 
 

措 置 入 院 中 の 
精 神 科 病 院 

名 称  

所 在 地  

措 置 入 院 者 
（ 精 神 障 害 者 ） 

フリガナ  

生年 

月日 

年  月  日生 

(満  歳) 氏 名 (男･女) 

住 所  

措置診察を行つた年月日 

及び精神保健指定医の氏名 

    年    月    日 

精神保健指定医氏名        （指定医番号：          ） 

措置診察を行つた年月日 

及び精神保健指定医の氏名 

    年    月    日 

精神保健指定医氏名        （指定医番号：          ） 

法第２９条の２の２第１項の 

規定による移送の有無（措置 

診察後の移送の有無） 

ⅰ あり       ⅱ なし 

 

記 載 上 の 留 意 事 項 

 １ 選択肢の欄は、それぞれ該当するローマ数字を○で囲むこと。 

 ２ 法第２７条第１項又は第２項に基づき行われた精神保健指定医による診察の 

  判定内容（病名及び症状を含む。）については、該当する診察の際に作成された 

  「措置入院に関する診断書（様式第５号）」を添付すること。 

 



 
 

 

附 

則 
 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
に 

 

定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
杉
戸
下
高
野
店 

 
 

 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
大
字
下
高
野
字
新
道
向
二
千
三
百
九
十
三
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
一
誠 

 
 

 
 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
千
六
百
四
十
六
番 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
一
誠 

 
 

 
 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
千
六
百
四
十
六
番 

外 

未
定 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
六
年
十
一
月
五
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

三
千
四
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
四
○
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

八
七
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

九
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
八
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
零
時
ま
で 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

駐
車
場
① 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分
ま
で 

 
 

 
 

駐
車
場
② 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設 
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 
 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
九
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

昭
栄
産
業
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
草
加
市
旭
町
一
丁
目
三
百
八
十
五
番
一 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

有
限
会
社
昭
栄
産
業 

代
表
取
締
役 

風
間
照
久 

 
 

 
 

埼
玉
県
草
加
市
旭
町
一
丁
目
四
番
二
十
六
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ゲ
オ
ス
ト
ア 

代
表
取
締
役 

高
井
政
則 

 
 

 
 

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
富
士
見
町
八
番
八
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
六
年
十
一
月
五
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
四
百
九
十
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
○
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
八
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

八
○
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

七
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
二
時
ま
で 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
二
時
三
十
分
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

二
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
① 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
② 
午
前
六
時
か
ら
午
前
八
時
三
十
分
ま
で 

 
 

 
 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
九
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

フ
ォ
レ
オ
菖
蒲 

 
 

 

埼
玉
県
久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
字
寺
田
六
千
六
番
地
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 
 

 
 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品 

代
表
取
締
役 
河
内
伸
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

栃
木
県
小
山
市
大
字
卒
島
千
二
百
九
十
三
番
地 
外 

計
五
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品 

代
表
取
締
役 

河
内
伸
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

栃
木
県
小
山
市
大
字
卒
島
千
二
百
九
十
三
番
地 

外 
計
七
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
七
月
六
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
七
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
九
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
狭
山
北
入
曽
店 

 
 

 

埼
玉
県
狭
山
市
入
間
川
字
イ
三
千
百
四
十
一
番
一 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
一
誠 

 
 

 
 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
千
六
百
四
十
六
番 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
一
誠 

 
 

 
 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
千
六
百
四
十
六
番 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
六
年
十
一
月
六
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

二
千
二
百
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
一
七
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

六
六
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
九
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
零
時
ま
で 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

駐
車
場
① 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分
ま
で 

 
 

 
 

駐
車
場
② 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

二
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
① 
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
② 
午
前
六
時
か
ら
午
前
八
時
三
十
分
ま
で 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
九
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、

鴻
巣
行
田
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理
事 

 

井 

上 

泰 

伯 
 

埼
玉
県
鴻
巣
市
広
田
二
千
二
百
四
十
二
番
地 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号 

 
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
所
有
者
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
監
視
伝
染
病
の
検
査
を
次
の
と
お
り

受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

実
施
の
目
的 

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
、
結
核
、
ヨ
ー
ネ
病
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
ア
カ
バ
ネ
病
、
牛
ウ
イ
ル

ス
性
下
痢
及
び
牛
伝
染
性
リ
ン
パ
腫
、
馬
の
馬
伝
染
性
貧
血
及
び
馬
パ
ラ
チ
フ
ス
、
め
ん
羊
及

び
山
羊
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
豚
及
び
い
の
し
し
の
豚
熱
、
ア
フ
リ
カ
豚
熱
、
オ
ー
エ
ス
キ

ー
病
及
び
豚
繁
殖
・
呼
吸
障
害
症
候
群
、
家
き
ん
の
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病

原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
並
び
に
蜜
蜂
の
腐
蛆そ

病
の
発
生
の
予
防
及
び
予
察 

二 

実
施
す
る
区
域 

 
 

県
内
全
域 

三 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲 

 

イ 

ブ
ル
セ
ラ
症
、
結
核
、
ア
カ
バ
ネ
病
、
牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
及
び
牛
伝
染
性
リ
ン
パ
腫 

 
 

 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必
要
と

認
め
る
も
の 

 

ロ 

ヨ
ー
ネ
病 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
の
う
ち
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農

林
省
令
第
三
十
五
号
。
ハ
⑵
及
び
五
の
ハ
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長

が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

ハ 

伝
達
性
海
綿
状
脳
症 

⑴ 

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
の
対
象
と
な
る
牛
の
死
体
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生

所
の
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

⑵ 

省
令
第
九
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
め
ん
羊
又
は
山
羊
の
死
体
で
そ
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

ニ 

馬
伝
染
性
貧
血
及
び
馬
パ
ラ
チ
フ
ス 

 
 

 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
馬
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必
要
と

認
め
る
も
の 

 

ホ 

豚
熱
及
び
ア
フ
リ
カ
豚
熱 



 
 

⑴ 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
豚
及
び
い
の
し
し
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生

所
の
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 
 

⑵ 

県
内
で
捕
獲
し
、
又
は
死
亡
し
た
野
生
の
い
の
し
し 

 

ヘ 
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
及
び
豚
繁
殖
・
呼
吸
障
害
症
候
群 

 
 

 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
豚
及
び
い
の
し
し
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所

の
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

ト 

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ 

 
 

 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
家
き
ん
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必

要
と
認
め
る
も
の 

 

チ 

腐
蛆そ

病 

 
 

 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
蜜
蜂
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必
要

と
認
め
る
も
の 

四 

実
施
の
期
日 

 
 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
の
対
象
と
な

る
家
畜
若
し
く
は
そ
の
死
体
の
所
在
地
又
は
野
生
の
い
の
し
し
の
捕
獲
若
し
く
は
死
亡
場
所
を

管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
の
定
め
る
日 

五 

検
査
の
方
法 

 

イ 

ブ
ル
セ
ラ
症 

 
 

⑴ 

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査 

 
 

⑵ 

そ
の
他
の
検
査 

 

ロ 

結
核 

 
 

⑴ 

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
検
査 

 
 

⑵ 

そ
の
他
の
検
査 

 

ハ 

ヨ
ー
ネ
病
及
び
伝
達
性
海
綿
状
脳
症 

 
 

 

省
令
別
表
第
一
に
定
め
る
方
法 

 

ニ 

ア
カ
バ
ネ
病
及
び
牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢 

 
 

⑴ 

中
和
試
験
検
査 

 
 

⑵ 

そ
の
他
の
検
査 

 

ホ 

牛
伝
染
性
リ
ン
パ
腫 

 
 

⑴ 

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査 

 
 

⑵ 

そ
の
他
の
検
査 

 

へ 

馬
伝
染
性
貧
血 

 
 

⑴ 

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査 

 
 

⑵ 

寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
検
査 



 
 

⑶ 

そ
の
他
の
検
査 

 

ト 

馬
パ
ラ
チ
フ
ス 

 
 

⑴ 

凝
集
反
応
検
査 

 
 

⑵ 
そ
の
他
の
検
査 

 

チ 

豚
熱 

 
 

⑴ 

臨
床
検
査 

 
 

⑵ 

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査 

 
 

⑶ 

そ
の
他
の
検
査 

 

リ 

ア
フ
リ
カ
豚
熱 

 
 

⑴ 

臨
床
検
査 

 
 

⑵ 

そ
の
他
の
検
査 

 

ヌ 

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病 

 
 

⑴ 

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査 

 
 

⑵ 

ラ
テ
ッ
ク
ス
凝
集
反
応
検
査 

 
 

⑶ 

そ
の
他
の
検
査 

 

ル 

豚
繁
殖
・
呼
吸
障
害
症
候
群 

 
 

⑴ 

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査 

 
 

⑵ 

そ
の
他
の
検
査 

 

ヲ 

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ 

 
 

⑴ 

ウ
イ
ル
ス
分
離
検
査 

 
 

⑵ 

血
清
抗
体
検
査 

 
 

⑶ 

そ
の
他
の
検
査 

 

ワ 

腐
蛆そ

病 

 
 

⑴ 

臨
床
検
査 

 
 

⑵ 

そ
の
他
の
検
査 

六 

そ
の
他 

 
 

実
施
に
関
す
る
細
目
に
つ
い
て
は
、
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
若
し
く
は
そ
の
死
体
の
所
在

地
又
は
野
生
の
い
の
し
し
の
捕
獲
若
し
く
は
死
亡
場
所
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
の

指
示
に
よ
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号 

 
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

豚
及
び
い
の
し
し
の
所
有
者
に
対
し
、
次
の
と
お
り
実
施
す
る
監
視
伝
染
病
の
注
射
を
受
け
る
こ

と
を
命
ず
る
。 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

一 

実
施
の
目
的 

 
 

豚
熱
の
発
生
の
予
防 

二 

実
施
す
る
区
域 

 
 

県
内
全
域 

三 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
豚
及
び
い
の
し
し
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の 

 

長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

四 

実
施
の
期
日 

 
 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該
家
畜
の
所
在 

 

地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
の
定
め
る
日 

五 

注
射
の
方
法 

 
 

皮
下
又
は
筋
肉
内
注
射 

六 

そ
の
他 

 
 

実
施
の
細
部
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
畜
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
の
指 

 

示
に
よ
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号 

 
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
新
光
二
二
二
番
、
二
二
六
番 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

耕
地
の
防
風 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

指
定
理
由
の
消
滅 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
区
の
土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）

計
画
の
変
更
を
令
和
六
年
三
月
十
二
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

入
間
第
二
用
水
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
飯
能
市 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
二
―
一
一
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
富
士
見
市
大
字
鶴
馬
字
畑
下
千
九
百
二
十
七
番
一
外
十
七
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
六
百
十
三
・
八
三
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号 

 
白
岡
市
か
ら
蓮
田
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
十
号 

 
次
に
掲
げ
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
又
は
そ
の
業
者
の
所
在
が
確
知
で
き
な

い
の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
そ
の
旨
公
告
す
る
。 

 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き

は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免

許
を
取
り
消
す
。 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

有
限
会
社
東
洋
ハ
ウ
ジ
ン
グ 

株
式
会
社
Ａ
Ｍ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｉ
Ｏ

Ｎ 商

号

又

は

名

称 

加
藤 

地
次 

新
井 

義
久 

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名
） 

埼
玉
県
三
郷
市
幸
房
千
四
百

五
十
六
番
地
一 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字

小
川
七
百
二
十
八
番
地
一 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
号
で
告
示
し
た
飯
能
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

飯
能
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

飯
能
都
市
計
画
下
水
道
事
業
飯
能
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
三
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

分
流
区
域 

 
 

⑴ 

汚
水 

 
 

 

㈠ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 
 

 

㈡ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

雨
水 

 
 

 

㈠ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 
 

 

㈡ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

合
流
区
域 

 
 

 

㈠ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 
 

 

㈡ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

  



告

示 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

川 

裕 

嗣 

 

 

 

 



 

 

県
道
さ
い
た
ま
東
村
山
線 

路 
 

線 
 

名 

志
木
市
中
宗
岡
四
丁
目
一
七
八
一
番
六
地
先 

か
ら
同
市
中
宗
岡
四
丁
目
一
七
五
八
番
一
地

先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に

限
る
。
） 

 

供
用
開
始
の
区
間 

 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平

成

二

十

三

年

二

月

十
八
日
付
け
埼
玉
県
朝

霞

県

土

整

備

事

務

所

長
告
示
第
一
号
で
告
示

し
た
道
路
予
定
区
域
の

一

部

供

用

開

始

で

あ

る
。 

延
長
二
六
九
・
一
〇
メ

ー
ト
ル 備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

落 

合 
 

 

誠 
 

 



  

  

東
京
所
沢
線 

  

路 
 

線 
 

名 

所
沢
市
大
字
久
米
字
峯
一
九
七
六
番
一
地

先
か
ら
同
市
大
字
久
米
字
田
島
二
一
二
〇

番
地
先
ま
で 供

用
開
始
の
区
間 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

平
成
三
十
一
年
二
月
五
日
付
け
埼

玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告

示
第
一
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定

区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長 

二
三
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

島 
 

 

茂 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

越
谷
野
田
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新
Ｃ 

旧
新
Ｂ 

旧
新
Ａ 

旧 

新 
別 

北
葛
飾
郡
松
伏
町
大
字
田
島
字
中
東
四
四
七
番
二
地
先
か
ら 

吉
川
市
大
字
上
内
川
字
上
中
通
三
一
番
一
地
先
ま
で 

北
葛
飾
郡
松
伏
町
大
字
田
島
字
中
東
六
五
一
番
一
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
田
島
字
中
西
一
〇
四
番
一
地
先
ま
で 

越
谷
市
東
町
二
丁
目
一
二
七
番
一
地
先
か
ら
吉
川
市
大
字

吉
川
字
屋
敷
付
一
五
四
〇
番
二
五
地
先
ま
で 

北
葛
飾
郡
松
伏
町
大
字
田
島
字
中
東
六
四
九
番
一
地
先
か
ら 

吉
川
市
大
字
上
内
川
字
下
根
通
一
六
五
九
番
五
地
先
ま
で 

区 
 

間 

 

一
四
・
〇
〇
～ 

 
 

 
 

 

五
三
・
五
一 

 

二
三
・
九
一
～ 

 
 

 
 

 

五
二
・
三
七 

 

七
・
七
〇
～ 

 
 

 
 

 

一
五
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

七
五
三
・
六
三 

九
二
五
・
三
〇 

 

 

 

二
、
三
八
五
・
七
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令
和
二
年
八
月
十
四
日
付
け

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務

所
長
告
示
第
十
号
で
告
示
し

た
道
路
予
定
区
域
の
変
更
で

あ
る
。 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
七
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 

一 

日
時 

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日 

午
後
二
時 

二 

場
所 

さ
い
た
ま
共
済
会
館
五
〇
三
会
議
室 

三 

議
題 

 

 

ア 

桶
川
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て 

 

イ 

そ
の
他 



雑

報 

 
普
通
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表
に
関
す
る
告
示 

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第

七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
普
通
肥
料
の
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

埼
玉
県
病
害
虫
防
除
所
長 

原 
 

 

弘 

信 
 

 
 

 
 



 令和５年１０月、１１月分 

肥料の種類等 保証票添付者 肥料の名称 

検   査   の   概   要 

備 考 分  析  結  果 保証票 

の検査 

その他 

の検査 項  目 指摘事項 

なたね油かす及びその

粉末 
米澤製油株式会社 なたね油かす粉末 ＴＮ，ＴＰ，ＴＫ     

混合有機質肥料 千成産業化株式会社 混合有機質３号 ＴＮ，ＴＫ，Ｃｄ，Ａｓ     

乾燥菌体肥料 小岩井乳業株式会社 ＫＩＷ２０１８ ＴＮ，ＴＫ，Ｃｄ     

 

注１ 分析検査及びその他検査の欄は、検査対象荷口全体の肥料を代表しうるように必要袋数（ばらの場合には、必要部位数）を抽出し、混合した試料１点に

ついて検査した結果である。 

 ２ 分析検査項目に係る指摘事項は、分析値と規格・基準値又は表示値とを比較した結果である。 

 ３ 分析項目の略号は、次のとおりである。 

ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量、ＴＫ－カリ全量、Ｃｄ－カドミウム、Ａｓ－ひ素 
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